
建設部住宅課

１　設置目的

本市の住宅供給に関する事項について調査及び審議するため設置するもの

根拠法令等　「長野市執行機関の附属機関の設置等に関する条例」

２　主な審議事項

・市営住宅の入居基準等の見直しに関すること

・第三次住宅マスタープラン後期計画に関すること　　　等
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